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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第60期

第３四半期連結
累計期間

第61期
第３四半期連結

累計期間
第60期

会計期間
自令和２年４月１日
至令和２年12月31日

自令和３年４月１日
至令和３年12月31日

自令和２年４月１日
至令和３年３月31日

売上高 （千円） 12,093,821 12,902,424 16,295,195

経常利益又は経常損失（△） （千円） △115,006 189,509 △42,641

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失(△)

（千円） △338,205 113,986 △331,577

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △322,442 103,441 △257,081

純資産額 （千円） 11,895,361 11,993,822 11,960,719

総資産額 （千円） 24,636,749 24,312,146 23,607,917

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期（当期）純損失(△)
（円） △22.05 7.43 △21.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 48.3 49.3 50.7

 

回次
第60期

第３四半期連結
会計期間

第61期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自令和２年10月１日
至令和２年12月31日

自令和３年10月１日
至令和３年12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 8.43 7.27

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染拡大により、当社グループの事業活動は影響を受けており、引き続き状況を注視

し、対応策を講じてまいります。
 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

なお、第１四半期連結会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和２年３

月31日）等を適用しております。

そのため、当第３四半期連結累計期間における経営成績に関する説明は、売上高のうち宝飾事業を含むものにつ

いては前第３四半期連結累計期間と比較しての増減額及び前年同期比（％）を記載せずに説明しております。

詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。

（１）経営成績の分析

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大により、度重なる緊急事

態宣言やまん延防止等重点措置が実施され、経済活動が制限されたことで消費動向が低調となり、景気回復の足取

りは鈍い状況となりましたが、ワクチン接種が進み感染者数が減少したことで回復傾向が見られるようになりまし

た。しかしながら、新たな変異株の出現もあり、新型コロナウイルス感染症の影響が収束するには、依然として不

透明な状況が続いております。

ジュエリー業界におきましても、新型コロナウイルス感染症の再拡大による外出自粛による集客減の影響を受け

たのち、徐々に営業活動が回復に向かいましたが、先行き不透明な状況が続きました。

このような環境の下、当社グループは、富裕層マーケットをコアとする販売チャネルや商品ブランドに重点的に

経営資源を投下する「選択と集中」の方針のもと、感染症対策を施した環境での自社催事や顧客催事等の販売活動

に取り組みました。また、財務の安定のためコミットメントライン契約締結による財務基盤強化、仕入や経費支出

のコントロール等を図るとともに、インターネット販売等のITツールを活用した営業体制を強化し、自社ブランド

の販売促進等にも取り組んでおります。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は129億２百万円（前年同期　120億93百万円）、営業利益２億14

百万円(前年同期　営業損失82百万円）、経常利益１億89百万円（前年同期　経常損失１億15百万円）、親会社株

主に帰属する四半期純利益１億13百万円（前年同期　親会社株主に帰属する四半期純損失３億38百万円）となりま

した。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

宝飾事業の売上高は128億４百万円（前年同期　119億99百万円）、セグメント利益は１億53百万円(前年同期　

セグメント損失１億30百万円)、貸ビル事業の売上高（外部顧客）は61百万円（前年同期比4.6％増）、セグメント

利益は41百万円(同33.5％増)、太陽光発電事業の売上高は37百万円(同4.6％増)、セグメント利益は18百万円(同

9.7％増)となりました。
 

（２）財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の総資産は243億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億４百万円の増加

となりました。

流動資産は175億11百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億58百万円の増加となりました。これは主に現

金及び預金が８億81百万円増加したことによります。

固定資産は68億円となり、前連結会計年度末に比べ１億54百万円の減少となりました。これは主に有形固定資

産が１億８百万円減少したことによります。

（負債）

負債は123億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億71百万円の増加となりました。

流動負債は106億円となり、前連結会計年度末に比べ７億47百万円の増加となりました。これは主に支払手形

及び買掛金が４億66百万円、短期借入金が３億10百万円それぞれ増加したことによります。

固定負債は17億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ76百万円の減少となりました。これは主に長期借入

金が86百万円減少したことによります。

（純資産）

純資産は119億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ33百万円の増加となりました。これは主に利益剰余

金が43百万円増加したことによります。

 

（３）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
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前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

なお、当第３四半期連結累計期間における新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積りについて

は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 追加情報」に記載のとおりであります。

 

（４）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について、重要な変更は

ありません。

 

（５）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

なお、「第２　事業の状況 １　事業等のリスク」並びに「２　経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析」に記載のとおり、新型コロナウイルス感染拡大により、当社グループの事業活動は影

響を受けており、引き続き状況を注視し、経営成績の回復及び財務状況の健全化に努めてまいります。

 

（６）研究開発活動

当社グループでは、宝飾事業において生産事業部「アトリエ・ド・モバラ」及び連結子会社のソマ㈱が研究開発

活動を行っております。当第３四半期連結累計期間における研究開発活動としては、

①繊細な石留技術による高付加価値製品開発

②鋳造技術の更なる研究によるコストダウン

③ダイヤモンド全周ネックレスの継続的開発

④デザインネックレス・カットリングの新製品開発

⑤ネックレス留め具の新機構開発

を行いました。なお、当第３四半期連結累計期間における研究開発費の総額は23百万円であります。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

　　　　　　　　普通株式 40,000,000

計 40,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（令和３年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（令和４年２月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 16,773,376 16,773,376
東京証券取引所（市場第

二部）

単元株式数

100株

計 16,773,376 16,773,376 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 

　令和３年10月１

日～令和３年12月31

日

 

－ 16,773,376 － 5,323,965 － 4,273,913

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載する

ことができないことから、直前の基準日（令和３年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

    令和３年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,437,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,329,800 153,298 －

単元未満株式 普通株式 5,776 －
1単元（100株）未満

の株式

発行済株式総数  16,773,376 － －

総株主の議決権  － 153,298 －

 

②【自己株式等】

    令和３年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社ナガホリ
東京都台東区上野

一丁目15番３号
1,437,800 － 1,437,800 8.57

計 － 1,437,800 － 1,437,800 8.57

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（令和３年10月１日から令

和３年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（令和３年４月１日から令和３年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和３年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(令和３年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,975,308 3,856,509

受取手形及び売掛金 2,980,993 ※ 3,017,685

商品及び製品 9,510,134 9,484,419

仕掛品 195,174 280,356

原材料及び貯蔵品 754,004 661,703

その他 265,855 240,202

貸倒引当金 △28,498 △29,394

流動資産合計 16,652,973 17,511,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,519,205 1,453,149

機械装置及び運搬具（純額） 200,659 180,054

土地 3,300,254 3,300,254

その他（純額） 302,559 280,378

有形固定資産合計 5,322,677 5,213,836

無形固定資産 39,075 32,352

投資その他の資産   

投資有価証券 689,665 658,313

長期貸付金 19,941 19,821

繰延税金資産 131,168 128,145

その他 969,887 962,880

貸倒引当金 △217,472 △214,686

投資その他の資産合計 1,593,190 1,554,474

固定資産合計 6,954,943 6,800,663

資産合計 23,607,917 24,312,146
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(令和３年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(令和３年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 749,077 ※ 1,215,670

短期借入金 8,360,000 8,670,000

１年内返済予定の長期借入金 115,504 115,504

未払法人税等 104,857 44,568

賞与引当金 69,247 28,867

役員賞与引当金 4,200 3,150

その他 450,355 522,683

流動負債合計 9,853,241 10,600,443

固定負債   

長期借入金 678,384 591,756

退職給付に係る負債 622,897 646,433

役員退職慰労引当金 208,066 220,618

繰延税金負債 6,743 2,060

再評価に係る繰延税金負債 48,841 48,841

その他 229,024 208,171

固定負債合計 1,793,956 1,717,880

負債合計 11,647,197 12,318,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,323,965 5,323,965

資本剰余金 6,275,173 6,275,173

利益剰余金 1,545,292 1,588,940

自己株式 △481,427 △481,427

株主資本合計 12,663,004 12,706,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,279 4,669

土地再評価差額金 △732,828 △732,828

為替換算調整勘定 15,265 15,329

その他の包括利益累計額合計 △702,284 △712,829

純資産合計 11,960,719 11,993,822

負債純資産合計 23,607,917 24,312,146
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年12月31日)

売上高 12,093,821 12,902,424

売上原価 8,857,866 9,484,723

売上総利益 3,235,955 3,417,701

販売費及び一般管理費 3,318,015 3,203,686

営業利益又は営業損失（△） △82,059 214,015

営業外収益   

受取利息 142 110

受取配当金 19,988 18,980

為替差益 317 7,992

保険返戻金 4,182 3,175

その他 12,403 10,518

営業外収益合計 37,033 40,776

営業外費用   

支払利息 64,814 62,940

その他 5,166 2,341

営業外費用合計 69,980 65,282

経常利益又は経常損失（△） △115,006 189,509

特別利益   

投資有価証券売却益 － 8,721

助成金収入 336,704 138,390

特別利益合計 336,704 147,111

特別損失   

固定資産処分損 2,428 －

貸倒引当金繰入額 54,311 －

新型感染症対応による損失 412,344 145,796

特別損失合計 469,084 145,796

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△247,386 190,824

法人税、住民税及び事業税 88,838 72,996

法人税等調整額 1,981 3,841

法人税等合計 90,819 76,837

四半期純利益又は四半期純損失（△） △338,205 113,986

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△338,205 113,986
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　令和２年４月１日
　至　令和２年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　令和３年４月１日
　至　令和３年12月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △338,205 113,986

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 15,760 △10,609

為替換算調整勘定 3 64

その他の包括利益合計 15,763 △10,545

四半期包括利益 △322,442 103,441

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △322,442 103,441

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　令和２年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

１．返品の見込まれる取引に係る収益認識

販売契約上、商品又は製品の瑕疵以外の理由での返品権を付したものは有りませんが、取引慣行上行われている返

品の実績に基づき、返品されると見込まれる商品又は製品についての売上高及び売上原価相当額を認識しない方法に

より、返金負債を流動負債の「その他」及び返品資産を流動資産の「その他」に含めて表示しております。

２．代理人取引に係る収益認識

受託取引に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財

又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、代理人としての役割と判断される取引につい

ては、総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。

３．売上割戻に係る収益認識

従来は販売費及び一般管理費に計上しておりました売上割戻については、売上高から減額しております。

 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、

第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連結会計期

間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が182百万円減少、売上原価が161百万円減少しておりますが、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は39百万

円減少しております。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　令和２年３月31日）第28-15項に定める経過的

な取扱いに従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりませ

ん。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　令和元年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会

計基準第10号　令和元年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の影響は、当第３四半期連結累計期間の当社グループの事業活動に大きな影響を及ぼしま

した。現時点では、収束時期は不確実であり具体的な予測は極めて困難でありますが、会計上は、一定の仮定に基づい

て見積りを行うことが求められます。新型コロナウイルス感染症による事業及び業績への定量的な影響額の見積りは、

先行き不透明であり困難でありますが、当社グループとしては、ワクチン接種や処方薬等による対策が広がること等に

より、来期にかけて一般の社会経済活動の正常化に向かい、ジュエリー業界における営業活動自粛等の対策も緩和され

ることで徐々に売上が回復基調へ向かっていくものと仮定しております。なお、この見積りに用いた仮定の不確実性は

高く、新型コロナウイルス感染症の収束時期や経済環境への影響が想定以上に長期化、深刻化した場合には、当社グ

ループの財政状態及び経営成績に相当額の影響を及ぼす可能性があります。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会

計期間末日残高に含まれております。

 

 
前連結会計年度

（令和３年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（令和３年12月31日）

受取手形 －千円 13,292千円

支払手形 －千円 41,207千円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費含む。）及びのれん

の償却額は次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 令和２年４月１日
至 令和２年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 令和３年４月１日
至 令和３年12月31日）

減価償却費 162,574千円 140,114千円

のれんの償却額 4,500千円 1,000千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　令和２年４月１日　至　令和２年12月31日）

１．配当金支払額

 
 　　決議
 

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和２年６月26日

定時株主総会
普通株式 76,677 5 令和２年３月31日 令和２年６月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　令和３年４月１日　至　令和３年12月31日）

１．配当金支払額

 
 　　決議
 

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

令和３年６月25日

定時株主総会
普通株式 30,671 2 令和３年３月31日 令和３年６月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

（セグメント情報）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自令和２年４月１日　至令和２年12月31日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額 宝飾事業 貸ビル事業

太陽光発電
事業

計

売上高       

外部顧客への売上高 11,999,780 58,603 35,437 12,093,821 － 12,093,821

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 10,589 － 10,589 △10,589 －

計 11,999,780 69,193 35,437 12,104,410 △10,589 12,093,821

セグメント利益又は

損失（△）
△130,401 31,227 17,113 △82,059 － △82,059

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

 

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自令和３年４月１日　至令和３年12月31日）

１.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

     （単位：千円）

 報告セグメント

調整額
四半期連結
損益計算書
計上額 宝飾事業 貸ビル事業

太陽光発電
事業

計

売上高       

一時点で移転される財 12,804,045 － － 12,804,045 － 12,804,045

一定の期間にわたり移

転される財
－ － 37,063 37,063 － 37,063

顧客との契約から生じ

る収益
12,804,045 － 37,063 12,841,109 － 12,841,109

その他の収益 － 61,315 － 61,315 － 61,315

外部顧客への売上高 12,804,045 61,315 37,063 12,902,424 － 12,902,424

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 9,441 － 9,441 △9,441 －

計 12,804,045 70,756 37,063 12,911,866 △9,441 12,902,424

セグメント利益 153,545 41,704 18,765 214,015 － 214,015

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する情報

会計方針の変更に記載の通り、第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益

認識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益の測定方法を同様に変更しておりま

す。この結果、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の宝飾事業の売上高が182百万円減少、

売上原価が161百万円減少しておりますが、セグメント利益に与える影響は軽微であります。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載の通りであります。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　令和２年４月１日
至　令和２年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　令和３年４月１日
至　令和３年12月31日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期

純損失(△)
△22円05銭 ７円43銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期純損失(△)（千円）
△338,205 113,986

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失

(△)（千円）

△338,205 113,986

普通株式の期中平均株式数（株） 15,335,557 15,335,547

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ナガホリ(E02660)

四半期報告書

15/18



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

令和４年２月14日

株式会社ナガホリ

取締役会　御中

 

監査法人日本橋事務所

東京都中央区

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森岡　健二

 
 
 

   

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 遠藤　洋一

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 千保　有之

 

 

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ナガホリの令和３年４月１日から令和４年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計
期間（令和３年10月１日から令和３年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（令和３年４月１日
から令和３年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連
結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般
に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ナガホリ及び連結子会社
の令和３年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適
正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 

監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半
期レビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任
を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠

して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を
作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結
財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。
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四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立

の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ

ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他
の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表におい
て、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に
表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関
する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が適切でな
い場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連
結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連す
る注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎と
なる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠
を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して
責任がある。監査人は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ

ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべ

き利害関係はない。
 

以　上
 

（注）1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書
提出会社）が別途保管しております。

　　　2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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